
 
 
 
 

 
主催：岡崎商工会議所 中小企業相談所 

 
この制度は、財団法人あいち産業振興機構が創業者と企業等の経営基盤強化に必要な設備の導入を促

進するため、設備資金を貸付ける制度です。 

平成２２年５月１日（予定）の受付開始に先立ち、制度の詳細について説明会を開催致しますので、

この機会に是非ご出席くださるようご案内申しあげます。 

 

日 時   平成２２年 ４月１９日（月）１４：００～１６：００   

会 場   岡崎商工会議所 ４階４０２会議室 

説明者     財団法人 あいち産業振興機構  担当者 

担 当   岡崎商工会議所   中小企業相談所 和田紫野  

ＴＥＬ（０５６４）５３－６５００  

ＦＡＸ（０５６４）５７－２１８９ 

 
※説明会参加をご希望される方は下記のＦＡＸ返信にてご返送くださるようお願いいたします。 

 
   設備資金貸付制度の概要  
   
 対象企業 従業員が製造業、建設業等は２０人以下、商業・サービス業は５人以下の小規模企業 
 

対象設備 経営基盤の強化を図るために必要な新品の設備          

 

貸付利率 無利子    返済期間 ７年以内 
         

貸付限度額 ４，０００万円(所要資金の１／２)   

※経営革新計画認定企業者等⇒ ６，０００万円(所要資金の２／３) 

  

担保・保証人 連帯保証人：株式・有限会社は代表者、個人は申込者本人を除き1名 

担保が必要な場合：●連続３期（１年を１期とする）経常利益が赤字（欠損）決算の場合 

         ●総資本対自己資本比率が１０％以下で、かつ、累積欠損の場合            

          ●申込額と借入残高の合計が4,000万円（経営革新計等認定企業は6,000万円）を超える場合 

          ●債権保全上必要と機構が認めた場合 

 
 
 
【申込書】ＦＡＸ：（０５６４）５７－２１８９ 担当：岡崎商工会議所 和田紫野 

設備資金貸付制度説明会 〔４月１９日（月）〕申込書 

○ご記入いただいた情報は、岡崎商工会議所からの各種連絡・情報提供のために利用するのをはじめ、講師には参加者名簿として配布します。 
参加者氏名 ＴＥＬ ＦＡＸ 

   

事業所名 連絡担当者名 業種 

   

 

『設備資金貸付制度』説明会のご案内 

※製造業を始め建設業・商業・サービス業など、
全業種の方にご利用いただけます！ 

 

 

 

 

無利子・無担保も有り 


